
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和４年８月２２日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 大島令子

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

消防の広域化（隣接市町と共同で消防事務を処理すること）

その後の消防体制について

７月下旬に市内岩作東島地内で火災が発生し、建物１棟

が全焼した。１１９番通報は深夜１時３０分で火災鎮火ま

でに約４時間弱を要した。幸い人的被害はなかったがこの

火災を機に以下、現在の消防力の運用などについて伺う。

⑴ 近隣の方の話では消防ホースを数本つなぎ約１５０ｍ

も離れた所から消火活動しなければならなかったという

が理由はなぜか。

⑵ 出動した消防車両は何台で、うち、消火活動にあたっ

た消防自動車で、長久手消防署からは何台出動したのか。

⑶ 長久手市防災マップは、想定される各種災害に関する

情報が１枚に混ざって掲載されている。全戸配布してい

るというがその活用方法などは市民の個人任せなのか伺

う。

⑷ 罹災者は火災後各種手続きを必要とする場合がある。

市役所と尾三消防組合（東郷町）に出向く手続きはどの

ようか。

⑸ 尾三消防組合構成市町で本市のみが分署１か所で他市

は分署と出張所と２か所である。本市の東部地域は区画

整理事業と民間の宅地開発により人口が増加している。

東部地域への出張所設置による消防力強化を考えるべき

ではないか。



⑹ 常備消防は充実強化しているようにみえるが、非常備

消防（消防団）の充実強化はどのような状況か伺う。

２

ごみの午前中収集について

昨年７月に段の上自治会は、夕方になっているごみの収

集を午前中に行うことを求めた再三の要請を行い、環境課

は本年３月にごみ袋の値上げとは切り離して増車による短

時間回収を検討すると答えた。そこで以下質問する。

⑴ 監査委員による令和３年度決算審査意見書のむすびに

「年度途中のごみ袋の値上げ提案について」という項目

で大きく５点にわたり意見が述べられている。特に３点

目のごみ処理手数料の徴収根拠と使途についての中の

「ごみ処理は市固有事務として市税で行うことが基

本・・」の箇所は昨年度からの私個人の一般質問で訴え

てきたことである。この考え方と同じく、市はごみ袋値

上げと切り離して増車による短時間回収を検討すると答

えたと理解しているが、いつから実施するのか伺う。

⑵ 現在のごみ収集及び運搬委託費約６千３百万円は、平

成１９年度の随意契約時に比べると約３０％低い価格で

ある。短時間回収をできない理由がこの委託費が原因で

あるならば本市のごみの排出量に見合った適正価格を算

出し早期に改善すべきだがどのように検討していくの

か。

３

図書館の指定管理について

過去２回連続して指定管理方針の撤回を求めて質問を

行ったが、市は既定方針通り事務を進めている。７月１２

日に現地見学会・説明会を開催し４者が参加したが、内２

者は指定管理の実績がない。次いで８月３０日、３１日に

事業者側の提案を聞き、サウンディング型市場調査の目的

である、行政側の求める運営の実現可能性やアイデアなど

の把握、また事業者側は市の運営方針や考え方を直接伝え

て、指定管理のメリットが上回る調査結果となったのかど

うか伺う。



４

スポーツターミナル構想と総合体育館の建設について

令和２年３月にスポーツ推進計画を策定し、総合体育館

の計画も発表された。現在の杁ケ池体育館は、人口２万人

規模を想定して建設されたものであり、現在の約６万人規

模の人口の市民のスポーツ需要には応えきれていない。こ

のため市民の多くは市内外のスポーツクラブを利用して健

康づくりを行っている。しかし市内にあるスポーツクラブ

の１つである「アクトス」は本年９月末で閉店となり多く

の利用者、特に高齢者に波紋を広げている。西小のプール

授業もアクトスで行う予定であったが市外の民間施設に変

更した。変更できる条件がある場合は問題ないが長年身近

で利用してきた高齢者は市の総合体育館建設を待たなけれ

ばならない。スポーツクラブは、ジム・スタジオ・プール

などを完備し、運動習慣のなかった人にも運動の習慣をつ

けて健康で幸せな生活を導いてくれる。

総合体育館の建設は、市役所庁舎の建設を始めとした市

役所周辺整備の中で検討された経緯があるが、現状、総合

体育館の建設についてはどのようになっているか。


